
岐阜北警察署・岐阜北地区交通安全協会

令和５年中の県下の交通事故発生状況は、死者数50人で、前年の75人よ
り大きく減少しました。（岐阜北警察署管内 Ｒ４年６人→Ｒ５年１人）
その一方、平成17年以降減少が続いてきた人身事故の発生件数、負傷者

数が増加に転じ、交通事故の総数としては増加している状況にあります。

○こどもを交通事故から守りましょう

新学期はこどもの事故が増える傾向にあります

保護者自身が安全な行動の手本を示しましょう

○自転車乗車時にはヘルメットをかぶりましょう

令和５年４月から全年齢ヘルメット着用が努力義務化されています

ヘルメットには負傷程度を軽減する効果があります

○横断歩道は歩行者優先

横断歩道等に歩行者がいないと明らかな場合を除いて、直前で停止

できる速度で進行する義務があります

夜間は早めのライト点灯、歩行者は反射材を身に付けましょう

○シートベルトの着用とチャイルドシートの使用を！

後部座席もシートベルトを着用しましょう

☆ドライバーのみなさんへ
住宅街や小学校・公園の近くでは

減速をお願いします。
☆お子さんへ
道路には飛び出さないでね！！
道路を横断するときは、左右の安

全を確認しましょう。

自転車乗車中の死傷者数（岐阜県下）


